
大阪版食の安全安心認証制度に係る認証の申請を行う事業者様へ 

 

当社は、「大阪版食の安全安心認証制度」の認証機関として、事業者様からの認証申請に基づく業務を次のとおり

に行います。  

 

1．認証は、認証を受けようとする事業者様からの申請に基づき、審査の上決定いたします。  

2．認証を受けた事業者様から更新の申請並びに再審査の申請があったときは、審査の上、認証を決定いたします。  

3．認証を受けた事業者様から認証書の再交付の申請があったときは、認証書を再交付いたします。  

4．認証を受けた事業者様から認証申請書の記載事項の変更又は認証の辞退等の届出があったときは、これを受理

いたします。  

5．審査に関して、事業者様に自主点検評価表の内容及び施設の衛生管理に関し、必要に応じて指導を行います。  

6．認証の審査の結果、認証できない旨の決定がされた施設であって、一定の期間内にその改善が完了したときは、

再審査を行います。  

7．認証を受けようとする事業者様からの認証申請を受理したとき、認証を受けた事業者様からの認証の更新又は認

証の再交付の申請を受理したとき、及び再審査を行うときは、所定の手数料を徴収いたします。  

8．認証を受けた事業者様が、大阪版食の安全安心認証制度実施要綱（平成 21年 2月 26日制定）第 15条第 1

項に掲げる事項のいずれかに該当したときは、認証を取消すことがあります。  

9．認証に係る業務を行うため、事業者様から必要な報告を求め、関係書類を閲覧するとともに、審査員に認証の施設

及びその施設を管理する事務所等に立入ることがあります。  

10．認証の有効期間中に、認証基準が履行されているかどうかの確認を行います。  

11．認証に対する異議申し立てがあったときは、これを受理し対応いたします。  

12．当社は、認証に係る業務に際して知り得た事業者様の情報は、イカリ消毒株式会社の個人情報保護方針に従い、

情報を管理いたします。 

 

 

   【当社の認証に関するお問い合わせ】 

   イカリ消毒株式会社 大阪版食の安全安心認証制度 事務局 

   電話番号 06－6636－2741 

   担当 松田・新居 


